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鑑
真
渡
日
の
決
意
と
戒
律

内　

藤　
　
　

栄

は
じ
め
に

鑑
真
（
六
八
八
～
七
六
三
）【
図
1
】
が
、
伝
戒
の
師
を
求
め
て
来
訪
し
た

日
本
僧
普
照
と
栄
叡
の
請
い
に
応
え
、
五
度
の
失
敗
を
乗
り
越
え
来
日
を
果
た

し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
来
日
後
、
鑑
真
は
東
大
寺
に
戒
壇
院
を
設

け
て
授
戒
を
行
い
、
晩
年
に
は
唐
招
提
寺
を
建
立
し
て
移
り
住
ん
だ
。

鑑
真
が
渡
日
を
決
意

し
た
理
由
は
、
鑑
真
伝

の
基
本
史
料
『
唐
大

和
上
東
征
伝
』（
以
下

『
東
征
伝
』
と
す
る
）

に
見
え
る
、
渡
日
の
決

意
を
日
本
僧
と
弟
子
た

ち
に
語
っ
た
こ
と
ば

「
為
二
是
法
事
一
也
。
何

惜
二

身
命
一
。」（
こ
れ

法
事
の
為
な
り
。
な

ん
ぞ
身
命
を
惜
し
ま
ん
。）
に
簡
潔
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
鑑
真
が
仏
法

（
伝
戒
と
言
い
換
え
て
も
良
い
）
の
た
め
に
渡
日
を
決
意
し
た
こ
と
が
分
か
る

が
、
そ
の
決
意
の
背
景
に
何
ら
か
の
強
い
想
い
や
信
条
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
研
究
が
あ
る
。
主
要
な
説
に
つ
い
て
林
南
壽
氏
が
ま
と
め
て
い

る
の
で
参
照
す
る
と
、

①　

聖
徳
太
子
敬
慕
説

②　

唐
の
ス
パ
イ
説

③　

慧
思
信
仰
説

④　

天
台
仏
教
布
教
説

の
四
説
が
あ
る）

1
（

。
こ
の
う
ち
、
支
持
を
得
て
い
な
い
②
は
措
く
と
し
て
、
①
、

③
、
④
は
『
東
征
伝
』
に
記
さ
れ
た
普
照
と
栄
叡
の
来
訪
を
受
け
た
時
に
鑑
真

が
語
っ
た
話
に
基
づ
い
て
い
る
。『
東
征
伝
』
は
、
鑑
真
が
弟
子
た
ち
に
日
本

に
渡
り
伝
戒
す
る
者
が
な
い
か
を
問
う
た
際
、
天
台
宗
の
祖
の
一
人
で
あ
る
慧

思
禅
師
が
日
本
の
王
子
（
聖
徳
太
子
）
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
仏
法
を
興
隆
し
衆

生
を
済
度
し
た
と
い
う
話
を
語
っ
た
と
伝
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
日
本
が
仏

教
有
縁
の
地
で
あ
る
こ
と
を
語
り
、
弟
子
た
ち
に
渡
日
す
る
意
思
を
促
す
た
め

の
話
題
で
あ
り
、
鑑
真
が
自
身
の
強
い
信
仰
や
信
条
を
語
っ
た
と
解
釈
す
べ
き

【図 1 】国宝　鑑真和上坐像
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か
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
話
は
鑑
真
の
日
本
に
対
す
る
知
識
を
披
露
し

た
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
鑑
真
が
聖
徳
太
子
と
慧

思
に
対
し
特
別
な
崇
敬
を
抱
い
て
い
た
の
な
ら
ば
、
東
大
寺
戒
壇
院
や
唐
禅
院

あ
る
い
は
唐
招
提
寺
に
お
い
て
、
彼
ら
を
ま
つ
る
堂
宇
な
り
施
設
が
建
立
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
そ
れ
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
鑑

真
一
行
は
日
本
に
天
台
仏
教
を
広
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
が）

（
（

、
宗
派
と
し
て
単

立
さ
せ
る
構
想
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
こ
と
は
鑑
真
が
渡
日
を
決

意
し
た
理
由
が
、
①
、
③
、
④
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し
た
理
由
は
何
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
や
は
り
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
は
、
来
日
後
に
鑑
真
が
何
を
し
た
か
に

あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
鑑
真
は
命
を
賭
し
て
渡
日
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
唐
招
提
寺
の
発
願
と
造
営
を
中
心
に
鑑
真
の
来
日
後

の
活
動
に
焦
点
を
当
て
、
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

一
、『
東
征
伝
』
と
『
大
和
上
鑑
真
伝
』
に
見
る
鑑
真
渡
日
の
決
意

最
初
に
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し
た
場
面
の
記
録
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ

う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鑑
真
伝
の
基
本
史
料
は
淡
海
三
船
（
真
人
元
海
、

七
二
二
～
七
八
五
）
撰
の
『
東
征
伝
』
で
あ
る
。
三
船
は
大
学
頭
や
文
章
博
士

を
務
め
た
学
者
で
あ
り
、
唐
僧
道
璿
に
従
っ
て
出
家
し
元
海
と
号
し
た
が
、
後

に
勅
に
よ
り
還
俗
し
た）

3
（

。
三
船
は
、
鑑
真
と
と
も
に
来
日
し
た
唐
僧
思
託
よ
り

「
和
上
東
行
伝
荃
」
の
撰
述
を
依
頼
さ
れ）

4
（

、
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
『
東
征

伝
』
を
完
成
さ
せ
た
。
思
託
本
人
も
鑑
真
伝
を
著
し
た
が
、
そ
れ
は
現
在
逸
文

で
諸
書
に
断
片
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
を
『
東
征
伝
』

と
比
較
す
る
と
、
思
託
の
文
章
は
単
調
で
日
本
人
に
は
難
解
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
東
征
伝
』
は
読
み
や
す
く
読
物
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、『
東
征
伝
』
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
前
略
）
是
歳
唐
天
宝
元
載
冬
十
月
。
時
大
和
尚
在　
二

揚
州
大
明
寺　
一

。

為　
レ

衆
講　
レ

律
。
栄
叡
・
普
照
至　
二

大
明
寺　
一

。
頂
＿二

礼
大
和
尚
足
下　
一

。
具

述　
二

本
意　
一

曰
。
仏
法
東
流
。
至　
二

日
本
国　
一

。
雖　
レ

有　
二

其
法　
一

。
而
無　
二

伝

法
人　
一

。
日
本
国
昔
有　
二

聖
徳
太
子　
一

。
曰
二
百
年
後
。
聖
教
興　
二

於
日

本　
一

。
今
鍾　
二

此
運　
一

。
願
大
和
上
東
遊
興　
レ

化
。
大
和
上
答
曰
。
昔
聞
南

岳
思
禅
師
遷
化
之
後
。
託
＿二

生
倭
国
王
子　
一

。
興
＿二

隆
仏
法　
一

。
済
＿二

度
衆

生　
一

。
又
聞
日
本
国
長
屋
王
崇
＿二

敬
仏
法　
一

。
造　
二

千
袈
裟　
一

棄
＿二

施
此
国
大

徳
衆
僧　
一

。
其
袈
裟
縁
上
繍
＿二

著
四
句　
一

曰
。
山
川
異　
レ

域
。
風
月
同　
レ

天
。

寄　
二

諸
仏
子　
一

。
共
結　
二

来
縁　
一

。
以　
レ

此
思
量
。
誠
是
仏
法
興
隆
有
縁
之

国
也
。
今
我
同
法
衆
中
。
誰
有　
下

応　
二

此
遠
請　
一

向　
二

日
本
国　
一

伝　
レ

法
者　
上

乎
。
時
衆
黙
然
一
無　
二

対
者　
一

。
良
久
有　
二

僧
祥
彦　
一

。
進
曰
。
彼
国
太
遠
。

性
命
難　
レ

存
。
滄
海
淼
漫
。
百
無　
二

一
至　
一

。
人
身
難　
レ

得
。
中
国
難　
レ

生
。

進
修
未　
レ

備
。
道
果
未　
レ

剋
。
是
故
衆
僧
咸
黙
無　
レ

対
而
巳
。
大
和
上
曰
。

為　
二

是
法
事　
一

也
。
何
惜　
二

身
命　
一

。
諸
人
不　
レ

去
。
我
即
去
耳
。
祥
彦
曰
。

大
和
上
若
去
。
彦
亦
随
去
。
爰
有　
二

僧
道
興
・
道
航
・
神
頂
・
崇
忍
・

霊
粲
・
明
烈
・
道
黙
・
道
因
・
法
蔵
・
法
載
・
曇
静
・
道
翼
・
幽
厳
・

如
海
・
澄
観
・
徳
清
・
思
託
等
廿
一
人　
一

。
願　
下

同　
レ

心
随　
二

大
和
上　
一

去　
上

。

（
後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
揚
州
・
大
明
寺
の
鑑
真
の
も
と
を
訪
ね
た
栄
叡
と
普
照
は
、

日
本
に
は
仏
法
は
あ
っ
て
も
法
を
伝
え
る
人
が
な
い
こ
と
、
聖
徳
太
子
が
二
百

年
後
に
聖
教
が
興
隆
す
る
と
予
見
し
、
そ
れ
が
今
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
鑑
真

に
渡
日
を
願
い
出
た
。
そ
れ
に
対
し
、
鑑
真
は
南
岳
思
禅
師
（
慧
思
、
中
国
天

台
宗
第
二
祖
、
五
一
五
～
五
七
七
）
が
没
後
に
日
本
の
王
子
（
明
言
し
て
い
な
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い
が
聖
徳
太
子
の
こ
と
）
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
仏
法
を
興
隆
し
衆
生
を
済
度
し

た
こ
と
、
ま
た
長
屋
王
が
千
の
袈
裟
を
作
っ
て
唐
の
僧
た
ち
に
寄
進
し
た
こ
と

を
語
り
、
弟
子
た
ち
に
仏
法
有
縁
の
国
で
あ
る
日
本
に
渡
り
、
法
を
伝
え
る
者

が
な
い
か
を
問
う
た
。
し
か
し
、
弟
子
た
ち
は
黙
し
た
ま
ま
だ
っ
た
。
彼
ら
を

代
表
し
て
発
言
し
た
祥
彦
は
、
日
本
が
海
を
隔
て
た
遠
国
で
あ
り
渡
航
は
命
が

け
で
あ
る
こ
と
、
ま
だ
修
行
中
の
身
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
弟
子
た
ち

は
黙
し
た
ま
ま
な
の
だ
と
答
え
た
。
そ
れ
に
対
し
、
鑑
真
は
こ
れ
は
仏
教
の
た

め
で
あ
り
、
な
ぜ
身
命
を
惜
し
む
の
か
と
述
べ
、
自
ら
渡
日
す
る
こ
と
を
皆
に

伝
え
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
弟
子
た
ち
も
同
行
を
願
い
出
て
、
総
勢
二
十
一
名
が

渡
海
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
思
託
の
鑑
真
伝
に
お
け
る
こ
の
部
分
は
、『
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘

文
』
下
二
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
大
和
上
鑑
真
伝
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
前
略
）
栄
叡
乃
向　
二

大
明
寺　
一

頂
＿二

礼
和
上
足
下　
一

。
具
論　
二

心
事　
一

。
本

国
昔
上
宮
太
子
云
。
二
百
年
後
。
日
本
律
義
大
興
。
然
皇
太
子
以　
二

玄

聖
之
徳　
一

生　
二

日
本
国　
一

苞　
二

貫
三
統　
一

纂　
二

先
聖
之
宏
猷　
一

。
恭
＿二

敬
三
宝　
一

救　
二

黎
元
之
厄　
一

。
実
是
聖
人
也
。
又
舎
人
王
子
広
学　
二

内
典　
一

。
兼
遊
＿二

覧
経
史　
一

。
敬
＿二

信
仏
法　
一

慈
＿二

愛
人
氏　
一

。
毎
悕
求
伝
戒
師
僧
来
＿二

至
此

土　
一

。
和
上
便
云
。
遠
承
昔
有　
二

日
本
長
屋
王
子　
一

敬
信
心
重
造　
二

一
千
領

袈
裟　
一

。
附
向　
二

本
唐　
一

供
＿二

養
衆
僧　
一

。
其
袈
裟
縁
上
繍　
二

四
句　
一

。
山
川

異　
レ

域
。
風
月
同　
レ

天
。
寄　
二

諸
仏
子　
一

。
共
結　
二

来
縁　
一

。
又
天
台
智
者
云
。

三
百
年
後
我
所　
レ

遺
文
墨
感　
二

伝
於
世　
一

。
大
師
無
常
。
洎　
二

二
百
年　
一

而

今
大
唐
国
家
道
俗
惣
大
興
隆
。
聖
人
言
語
未　
二

曽
相
違　
一

。
其
智
者
禅
師

是
南
岳
思
禅
師
菩
薩
戒
弟
子
也
。
恵
思
禅
師
者
乃
降
＿二

生
日
本　
一

為　
二

聖

徳
太
子　
一

也
。（
中
略
）
今
至　
二

於
此　
一

和
上
乃
命　
二

門
人　
一

講
＿二

授
戒
律　
一

人

師
法
主
者
命
赴
叡
心
同
向　
二

日
本　
一

万
代
伝
燈
。
諸
人
咸
然
一
無　
二

対
言　
一

。

良
久
乃
有　
二

僧
祥
彦　
一

言
。
彼
国
大
遠
。
性
命
難　
レ

存
。
滄
波
淼
漫
。
万

無　
二

一
至　
一

。
人
身
難　
レ

得
。
中
国
難　
レ

生
。
進
修
未　
レ

備
。
道
果
未　
レ

尅
。

是
故
諸
人
竝
黙
無　
二

対
者　
一

。
和
上
乃
自
許　
三

僧
叡
照
等
之　
二

日
本
国　
一

。

当
時
乃
有　
二

祥
彦　
一

。
便
云
和
上
若
去
。
彦
亦
随
去
。
復
有　
二

僧
道
興
・

道
航
・
神
頂
・
崇
忍
・
霊
際
・
明
烈
・
道
黙
・
道
因
・
法
蔵
・
老
静
・

道
翼
・
出
巌
・
如
海
・
証
観
・
徳
清
・
思
託
等
二
十
人　
一

。
同
心
陪
＿二

従

大
和
上　
一

往　
二

日
本
国　
一

。
云
云
。（
後
略
）

右
に
は
栄
叡
が
話
し
た
と
い
う
聖
徳
太
子
が
二
百
年
後
の
日
本
に
お
い
て
戒

律
が
興
隆
す
る
と
予
見
し
た
と
す
る
話
や
、
鑑
真
が
語
っ
た
長
屋
王
寄
進
の

千
領
の
袈
裟
の
話
と
慧
思
が
聖
徳
太
子
に
転
生
し
た
と
い
う
話
な
ど
、『
東
征

伝
』
と
共
通
す
る
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
鑑
真
が
渡
日
を
決

意
し
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
鑑
真
が
栄
叡
と
普
照
に
対
し
て
自
身
が
日
本

に
行
く
と
述
べ
た
と
記
す
の
み
で
、
鑑
真
の
心
境
の
機
微
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
点
が
『
東
征
伝
』
と
異
な
る
。
鑑
真
が
渡
日
す
る
と
発
言
し
た
こ
と
を

受
け
、
弟
子
た
ち
が
同
行
を
願
い
出
た
点
は
『
東
征
伝
』
と
同
じ
で
あ
る
。

で
は
、『
東
征
伝
』
に
お
け
る
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し
た
時
の
こ
と
ば
「
為　
二

是
法
事　
一

也
。
何
惜　
二

身
命　
一

。
諸
人
不　
レ

去
。
我
即
去
耳
。」
は
、
淡
海
三
船
の

創
作
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
三
船
が
鑑
真
や
唐
僧
た
ち
を
直
接
知

る
こ
と
の
な
い
時
代
の
人
で
、
思
託
が
著
し
た
鑑
真
伝
の
み
を
頼
り
に
『
東
征

伝
』
を
撰
述
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

三
船
が
『
東
征
伝
』
を
完
成
さ
せ
た
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
は
、
鑑
真
が
渡

日
を
決
意
し
た
場
面
に
立
ち
会
っ
た
普
照
と
思
託
が
健
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

第
一
回
目
の
渡
航
者
に
は
名
を
連
ね
て
い
な
い
が
、
渡
日
を
果
た
し
た
弟
子
の

中
で
最
も
高
位
で
あ
っ
た
法
進
（
七
〇
九
～
七
七
八
）
は
、『
東
征
伝
』
完
成
の

前
年
で
あ
る
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
に
没
し
て
い
る
。
法
進
の
名
は
『
東
征
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伝
』
の
序
文
に
見
え
、
ま
た
巻
末
に
は
彼
が
作
っ
た
鑑
真
を
悼
む
七
言
一
句
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
三
船
と
法
進
と
間
に
親
交
が
あ
っ
た

と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
三
船
に
は
鑑
真
と
共
に
行
動
し
た
弟
子
た
ち
を
取
材

す
る
機
会
は
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。『
東
征
伝
』
に
思
託
の
鑑
真

伝
に
な
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
三
船
の
取
材
に
基
づ
い
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
東
征
伝
』
に
見
え
る
「
為　
二

是
法
事　
一

也
。
何

惜　
二

身
命　
一

。
諸
人
不　
レ

去
。
我
即
去
耳
。」
の
一
文
は
、
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し

た
時
の
状
況
を
伝
え
る
今
日
知
り
え
る
唯
一
の
史
料
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
、
鑑
真
の
活
動
と
菩
薩
戒

こ
こ
で
話
題
を
変
え
、
来
日
後
の
鑑
真
の
活
動
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
十
二
月
、
鑑
真
一
行
は
薩
摩
国
の
秋
妻
屋
浦
に

到
着
し
た
。
翌
六
年
（
七
五
四
）
二
月
、
平
城
京
に
入
り
東
大
寺
に
迎
え
ら
れ

た
。
同
年
三
月
、
授
戒
伝
律
を
鑑
真
に
一
任
す
る
旨
の
口
勅
が
下
り
、
四
月
に

東
大
寺
盧
舎
那
仏
（
大
仏
）
の
前
で
聖
武
天
皇
、
光
明
皇
后
、
孝
謙
天
皇
以
下

沙
弥
四
百
四
十
余
人
に
授
戒
し
た
。
翌
七
年
（
七
五
五
）
十
月
、
東
大
寺
に
戒

壇
院
及
び
鑑
真
と
唐
僧
た
ち
の
住
坊
で
あ
る
唐
禅
院
が
建
立
さ
れ
た
。
同
八
年

（
七
五
六
）
五
月
、
鑑
真
は
大
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
天
平
宝
字
元
年
（
七
五

七
）
十
一
月
、
唐
禅
院
の
十
方
衆
僧
供
養
料
と
し
て
備
前
国
墾
田
一
百
町
が
施

入
さ
れ
た
。
翌
二
年
（
七
五
八
）
八
月
、
鑑
真
は
大
僧
都
の
任
を
解
か
れ
、
大

和
上
の
称
号
を
賜
っ
た
。
そ
の
頃
鑑
真
は
故
新
田
部
親
王
の
旧
宅
を
賜
っ
て
お

り
、
翌
三
年
（
七
五
九
）
八
月
、
そ
の
土
地
に
唐
招
提
寺
を
創
立
し
た
。
同
七

年
（
七
六
三
）
五
月
、
入
滅
、
七
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

来
日
後
の
鑑
真
の
活
動
は
、
東
大
寺
を
拠
点
と
し
て
授
戒
活
動
を
行
っ
た
前

半
期
と
、
唐
招
提
寺
を
創
立
し
移
り
住
ん
だ
後
半
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

鑑
真
の
渡
日
の
目
的
が
伝
戒
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
前
半
期
は
目
的
を

順
調
に
果
た
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鑑

真
は
東
大
寺
に
お
け
る
授
戒
活
動
か
ら
退
き
、
唐
招
提
寺
を
創
建
し
移
住
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
唐
招
提
寺
を
建
立
す
る
こ
と
が
鑑
真
の
渡
日
の
目
的
で
も
あ
り
、

そ
れ
は
東
大
寺
で
は
実
現
が
難
し
い
こ
と
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
1
）
唐
招
提
寺
の
発
願

こ
こ
で
は
、
唐
招
提
寺
が
ど
の
よ
う
な
理
念
を
以
て
発
願
さ
れ
た
の
か
を
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。『
東
征
伝
』
に
は
唐
招
提
寺
の
発
願
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
時
有　
下

四
方
来
学　
二

戒
律　
一

者　
上

。
縁　
レ

無　
二

供
養　
一

多
有　
二

退
還　
一

。

此
事
漏
＿二

聞
于
天
聴　
一

。
仍
以　
二

宝
字
元
年
丁
酉
十
一
月
廿
三
日　
一

。
勅

施　
二

備
前
国
水
田
一
百
町　
一

。
大
和
上
以　
二

此
田　
一

欲　
レ

立　
二

伽
藍　
一

。
時
有　
二

勅
旨　
一

。
施　
二

大
和
上
園
地
一
区　
一

。
是
故
一
品
新
田
部
親
王
之
旧
宅
。

普
照
・
思
託
請　
下

大
和
上
以　
二

此
地　
一

為　
二

伽
藍　
一

。
長
伝　
二

四
分
律
蔵
。
法

励
四
分
律
疏
。
鎮
国
道
場
錺
宗
義
記
。
宣
律
師
鈔　
一

。
以　
二

持
戒
之
力　
一

。

保
＿中

護
国
家　
上

。
大
和
上
言
。
大
好
。
即
宝
字
三
年
八
月
一
日
私
立　
二

唐

律
招
堤
名　
一

。
後
請　
二

官
額　
一

。
依　
レ

此
為　
レ

定
。
還
以　
二

此
日　
一

請　
二

善
俊

師　
一

。
講　
二

件
疏
記
等　
一

。
所　
レ

立
者
今
唐
招
堤
寺
是
也
。（
後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
全
国
各
地
よ
り
戒
律
を
学
ぶ
た
め
に
東
大
寺
の
鑑
真
の

も
と
を
訪
れ
て
も
、
供
養
さ
れ
ず
帰
る
者
が
数
多
く
い
た
（「
四
方
」
は
文
字

通
り
で
は
東
西
南
北
で
あ
る
が
、
右
で
は
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
）。
こ
の
こ
と
は
天
皇
の
耳
に
届
き
、
天
平
宝
字
元
年
（
七

五
七
）
十
一
月
二
十
三
日
、
勅
に
よ
っ
て
備
前
国
の
水
田
一
百
町
が
施
さ
れ
た
。
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鑑
真
は
こ
の
田
を
使
っ
て
寺
を
建
立
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
後
、
鑑
真
に
故

新
田
部
親
王
の
旧
宅
が
施
さ
れ
、
普
照
と
思
託
は
こ
の
地
に
寺
を
建
て
、
戒
律

を
伝
え
、
国
家
を
鎮
護
し
よ
う
と
鑑
真
に
願
い
出
た
。
鑑
真
は
そ
れ
に
賛
成
し
、

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
八
月
一
日
に
唐
律
招
堤
を
創
立
し
、
後
に
官
額
を

得
た
。
こ
れ
が
今
の
唐
招
提
寺
で
あ
る
と
い
う
。
文
中
の
「
供
養
」
は
、
今
日

仏
に
対
し
て
香
や
花
、
飲
食
な
ど
を
供
え
て
礼
拝
す
る
こ
と
や
、
死
者
の
追
善

の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
僧
侶
に
衣
食
や
臥
具
、

湯
薬
な
ど
で
ね
ん
ご
ろ
に
も
て
な
す
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ

り
、
唐
招
提
寺
は
全
国
各
地
か
ら
僧
侶
が
自
由
に
訪
問
し
、
学
ぶ
こ
と
の
で
き

る
寺
院
を
建
立
す
る
と
い
う
理
念
の
も
と
に
創
建
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

唐
招
提
寺
建
立
の
資
財
と
な
っ
た
と
い
う
備
前
国
水
田
一
百
町
に
つ
い
て
は
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
十
一
月
二
十
九
日
条
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

壬
寅
。
勅
。
以　
二

備
前
国
墾
田
一
百
町　
一

。
永
施　
二

東
大
寺
唐
禅
院
十
方

衆
僧
供
養
料　
一

。
伏
願
。
先
帝
陛
下
薫　
二

此
芳
因　
一

。
恒
蔭　
二

禅
林
之
定

影　
一

。
翼　
二

玆
妙
福　
一

。
速
乗　
二

智
海
之
慧
舟　
一

。
終
生　
二

蓮
華
之
宝
刹　
一

。

自
契　
二

等
覚
之
真
如　
一

。　

皇
帝
皇
太
后
。
如　
二

日
月
之
照
臨　
一

並
治　
二

万

国　
一

。
若　
二

天
地
之
覆
載　
一

長
育　
二

兆
民　
一

。
遂
使　
下

為　
二

出
世
之
良
因　
一

成　
中

菩
提
之
妙
果　
上

。

こ
れ
は
備
前
国
水
田
一
百
町
の
施
入
を
命
じ
た
孝
謙
天
皇
の
詔
を
写
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
水
田
の
施
入
先
は
鑑
真
一
行
が
滞
在
し
て
い
た
東
大
寺

唐
禅
院
で
あ
り
、
使
用
目
的
は
十
方
衆
僧
の
供
養
料
で
あ
っ
た
と
見
え
る）

5
（

。
十

方
衆
僧
は
『
東
征
伝
』
の
「
四
方
来
学
戒
律
者
」
と
同
義
と
考
え
て
良
い
（
以

下
、
本
稿
で
は
「
十
方
衆
僧
」
を
用
い
る
）。
水
田
の
施
入
は
聖
武
天
皇
の
御

霊
が
盧
舎
那
仏
の
浄
土
で
あ
る
蓮
華
の
宝
刹
（
蓮
華
台
蔵
世
界
海
）
に
往
生
す

る
こ
と
を
願
っ
て
行
わ
れ
た）

6
（

。

唐
招
提
寺
は
十
方
衆
僧
の
供
養
と
い
う
、
当
時
の
日
本
の
寺
院
で
は
き
わ
め

て
珍
し
い
理
念
を
掲
げ
て
発
願
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ

う
な
教
義
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
鑑
真
に
関
連
が
深
い
経
典
で
探
す
と
、

『
梵
網
経
』
に
十
方
衆
僧
の
供
養
に
関
す
る
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
。
鑑
真
は
、

来
日
時
に
『
梵
網
経
』
の
論
疏
と
推
定
さ
れ
る
「
智
周
師
菩
薩
戒
疏
五
巻
」
と

「
霊
渓
釈
子
菩
薩
戒
疏
二
巻
」
を
携
え
て
い
た）

7
（

。
高
弟
の
法
進
は
「
梵
網
経
疏

五
巻
」
を
請
来
し
、
自
ら
「
梵
網
経
註
六
巻
」
を
著
し
た）

8
（

。
ま
た
、
正
倉
院
に

伝
わ
る
梵
網
経
一
巻
（
中
倉
三
四
）【
図
（
】
を
鑑
真
が
聖
武
天
皇
に
対
し
て

菩
薩
戒
を
授
け
た
時
の
十
八
種
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
り）

（
（

、
筆
者

も
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
鑑
真
は
『
梵
網
経
』
を
菩
薩
戒
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
用
い
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

『
梵
網
経
』
巻
下
に
は
菩
薩
戒
を
受
け
た
者
が
守
る
べ
き
十
の
重
戒
と
四
十

八
の
軽
戒
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
次
に
挙
げ
る
第
六
軽
戒
は
十
方
衆
僧
の
供
養

に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。

若
仏
子
。
見　
下

大
乗
法
師
・
大
乗
同
学
・
同
見
・
同
行
。
来
＿二

入
僧
坊
舎

宅
城
邑　
一

。
若
百
里
千
里
来　
上

者
。
即
起
迎　
レ

来
送　
レ

去
礼
拝
供
養
。
日
日

三
時
供
養
。
日
食
三
両
金
百
味
飲
食
床
座
医
薬
供
＿二

事
法
師　
一

。
一
切
所

須
尽
給
＿二

与
之　
一

。
常
請　
二

法
師　
一

三
時
説
法
。
日
日
三
時
礼
拝
。
不　
レ

生　
二

瞋
心
患
悩
之
心　
一

。
為　
レ

法
滅　
レ

身
請　
レ

法
不　
レ

懈
。
若
不　
レ

爾
者
。
犯　
二

軽

垢
罪　
一

。

こ
こ
に
は
菩
薩
戒
を
受
け
た
者
が
、
大
乗
仏
教
の
法
師
、
同
学
（
同
じ
師
に

学
ぶ
者
）、
同
見
（
同
じ
考
え
の
者
）、
同
行
（
共
に
仏
道
を
歩
む
者
）
を
迎
え

る
時
の
心
構
え
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
僧
房
、
舎
宅
、
城
邑

を
訪
ね
て
来
た
り
、
ま
た
遠
方
よ
り
到
来
す
る
の
を
見
た
な
ら
ば
、
出
迎
え
と

見
送
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
に
対
し
日
々
三
回
の
供
養
を
行
い
、
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日
々
三
度
の
食
事
は
三
両
の
金
と
百
味
の
飲
食
で
そ
ろ
え
、
床
座
、
湯
薬
な
ど

必
要
な
物
は
全
て
与
え
、
毎
日
三
回
法
師
に
請
じ
て
説
法
を
行
う
。
怒
り
と
倦

怠
の
心
は
起
こ
さ
ず
、
仏
法
の
た
め
身
を
滅
ぼ
し
て
で
も
法
を
請
う
こ
と
を

怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
軽
垢
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る

と
説
か
れ
て
い
る
。
第
六
軽
戒
は
、
菩
薩
戒
を
受
け
た
者
は
自
身
を
訪
ね
て
遠

方
よ
り
来
た
仏
教
者
を
厚
く
供
養
す
る
よ
う
に
説
い
て
お
り
、
こ
れ
は
十
方
衆

僧
の
供
養
を
掲
げ
る
唐
招
提
寺
創
立
の
理
念
と
共
通
す
る
。

奈
良
時
代
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
鑑
真
来
日
以
前
は
、
僧
侶
が
自
由
に
修

行
の
旅
を
す
る
こ
と
や
、
布
教
な
ど
の
た
め
遊
行
す
る
こ
と
は
厳
し
く
制
限

さ
れ
て
い
た
。『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
二
十
三
日
条
に
は
、

市
井
で
活
動
す
る
行
基
一
門
を
取
り
締
ま
る
詔
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
は
僧
尼
は
寺
家
に
寂
居
し
、
教
え
を
受
け
て
道
を
伝
え
る
の
が
本
来
の
姿
で

あ
る
と
さ
れ
、
病
人
の
治
癒
祈
祷
の
た
め
に
僧
尼
を
招
く
際
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
日
時
を
決
め
、
三
綱
の
連
署
を
取
る
よ
う
に
な
ど
と
決
め
ら
れ
て
い
た）

（1
（

。
天

平
宝
字
元
年
に
至
り
、
孝
謙
天
皇
が
十
方
衆
僧
の
供
養
の
た
め
に
水
田
を
寄
進

し
た
こ
と
は
、
従
来
の
国
の
方
針
を
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

備
前
国
水
田
一
百
町
の
施
入
が
唐
禅
院
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
示
す

よ
う
に
、
孝
謙
天
皇
が
十
方
衆
僧
の
供
養
を
決
め
た
の
は
鑑
真
の
教
化
に
よ
る

と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
鑑
真
は
唐
に
お
い
て
十
方
衆
僧
の
供
養
を
し
ば
し
ば

行
っ
て
い
た
。
唐
に
お
け
る
鑑
真
の
事
績
を
ま
と
め
た
『
東
征
伝
』
の
一
文
を

見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
前
略
）
開
元
廿
一
年
時
大
和
上
年
満　
二

四
十
六　
一

。
准
南
江
左
浄
持
戒

者
。
唯
大
和
上
独
秀
無　
レ

倫
。
道
俗
帰　
レ

心
。
仰
為　
二

授
戒
大
師　
一

。
凡
前

後
講　
二

大
律
幷
疏　
一

四
十
遍
。
講　
二

律
抄　
一

七
十
遍
。
講　
二

軽
重
儀　
一

十
遍
。

講　
二

羯
磨
疏　
一

十
遍
。
具
修　
二

三
学　
一

。
博
達　
二

五
乗　
一

。
外
秉　
二

威
儀　
一

。
内

【図 2 】梵網経（表紙見返、巻頭部分）　正倉院宝物
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求　
二

奥
理　
一

。
講
授
之
間
。
造
＿二

立
寺
舎　
一

。
供
＿二

養
十
方
衆
僧　
一

。
造　
二

仏

菩
薩
像　
一

其
数
無
量
。
縫　
二

納
袈
裟
千
領
。
布
袈
裟
二
千
余
領　
一

。
送　
二

五

台
山
僧　
一

。
設　
二

無
遮
大
会　
一

。
開　
二

悲
田　
一

而
救
＿二

済
貧
民　
一

。
啓　
二

敬
田　
一

而
供
＿二

養
三
宝　
一

。
写　
二

一
切
経　
一

三
部
。
各
一
万
一
千
巻
。
前
後
度　
レ

人

授　
レ

戒
略
計
過　
二

四
万
有
余　
一

。	（
後
略
）

鑑
真
は
講
義
や
授
戒
を
行
う
か
た
わ
ら
寺
舎
の
造
立
や
仏
菩
薩
像
の
造
立
を

こ
な
し
、
さ
ら
に
十
方
衆
僧
を
供
養
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
衲
袈
裟
千
領
と
布

袈
裟
二
千
領
を
作
り
天
台
山
に
送
っ
た
が
、
こ
れ
も
多
く
の
僧
侶
を
供
養
し
た

行
為
で
あ
る
か
ら
十
方
衆
僧
の
供
養
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
唐
に
お
い
て
十

方
衆
僧
の
供
養
は
鑑
真
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
活
動
で
あ
り
、
唐
招
提
寺
の

建
立
は
そ
の
延
長
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

鑑
真
が
十
方
衆
僧
の
供
養
を
行
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
を
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ

た
者
の
務
め
と
説
く
『
梵
網
経
』
と
関
係
付
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鑑

真
に
と
っ
て
自
身
の
教
え
を
求
め
て
東
大
寺
を
訪
ね
て
き
た
十
方
衆
僧
が
、
十

分
に
供
養
を
さ
れ
ず
に
戻
る
の
を
見
る
こ
と
は
戒
律
に
反
し
て
い
た
。
鑑
真
が

唐
招
提
寺
の
建
立
を
発
願
し
た
理
由
は
、
東
大
寺
で
は
難
し
か
っ
た
十
方
衆
僧

の
供
養
を
行
う
道
場
を
作
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
鑑
真
自
身
の
菩
薩
戒
を
保

つ
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
た
。

（
2
）
唐
招
提
寺
の
造
営

鑑
真
の
私
的
な
寺
院
と
し
て
開
創
さ
れ
た
唐
招
提
寺
は
、
堂
宇
や
仏
像
の
造

営
を
自
力
で
進
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
初
期
の
承
和
二
年
（
八
三

五
）
に
、
当
時
の
住
持
で
あ
る
豊
安
が
撰
述
し
た
『
招
堤
寺
建
立
縁
起
』（
以

下
『
建
立
縁
起
』
と
す
る
）
に
、
唐
招
提
寺
の
堂
宇
や
仏
像
の
多
く
が
檀
越
の

寄
進
に
よ
る
と
見
え
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
起
因
す
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
書
に
見
る
寄
進
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
堂
宇
や
仏
像
を
挙
げ
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
金
堂
…
如
宝
が
有
縁
の
檀
主
ら
を
率
い
て
建
立

・
講
堂
…
平
城
宮
朝
集
殿
を
施
入

・
食
堂
及
び
障
子
薬
師
浄
土
…
藤
原
仲
麻
呂
家
の
施
入

・
羂
索
堂
及
び
不
空
羂
索
観
音
像
、
八
部
衆
像
…
藤
原
清
河
家
の
施
入

ま
た
、
思
託
の
撰
述
に
な
る
『
延
暦
僧
録
』
藤
原
種
継
伝
は
、
種
継
が
薬
師
浄

土
変
一
鋪
を
描
い
た
こ
と
を
記
し
た
後
に
、
種
継
が
像
を
唐
招
提
寺
薬
師
院
の

八
角
堂
に
安
置
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

寄
進
者
た
ち
は
仏
教
信
仰
に
厚
く
、
鑑
真
と
縁
の
深
い
人
物
が
多
く
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。
講
堂
【
図
3
】
を
平
城
宮
か
ら
移
築
す
る
任
に
当
た
っ
た
文
屋

浄
三
は
、
そ
の
縁
で
鑑
真
に
帰
依
し
菩
薩
戒
弟
子
と
な
り
、
思
託
撰
の
『
延
暦

僧
録
』
に
そ
の
伝
記
が
掲
載
さ
れ
た）

（（
（

。
藤
原
仲
麻
呂
は
河
内
国
に
到
着
し
た
鑑

真
一
行
を
迎
え
る
た
め
に
使
い
を
送
っ
た
人
物
で
、
鑑
真
に
帰
依
し
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
藤
原
清
河
は
鑑
真
が
渡
日
を
果
た
し
た
時
の
遣
唐
大

使
で
あ
る
。
鑑
真
一
行
を
乗
せ
た
船
は
日
本
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
清
河
を
乗

せ
た
船
は
唐
に
吹
き
戻
さ
れ
、
日
本
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
羂
索
堂
の
寄

進
は
、
清
河
の
親
族
に
よ
っ
て
縁
の
あ
る
鑑
真
に
対
し
て
行
わ
れ
、
清
河
の
無

事
帰
還
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
藤
原
種
継
は
菩
薩
行
を
実
践
し
、

布
施
を
行
う
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
種
継
と
鑑
真
と
の
接
点
は
不
明

で
あ
る
が
、『
延
暦
僧
録
』
に
種
継
伝
が
収
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
鑑
真
一
門

と
有
縁
の
人
物
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

寄
進
は
広
く
仏
教
で
奨
励
さ
れ
て
い
る
行
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
く
経
典
は

枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
鑑
真
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
『
梵
網
経
』
を
挙
げ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。『
梵
網
経
』
巻
上
に
は
、
こ
の
経
典
の
教
主
で
あ
る
盧
舎
那
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若
仏
子
。
施
心
者
。
能
以　
二

施
心　
一

被　
二

一
切
衆
生　
一

。
身
施
・
口
施
・
意

施
・
財
施
・
法
施
。
教
＿二

導
一
切
衆
生　
一

内
身
・
外
身
・
国
城
・
男
女
・

田
宅
。
皆
如
如
相
。
乃
至
無　
レ

念　
二

財
物　
一

。
受
者
施
者
亦
内
亦
外
無　
レ

合

無　
レ

散
。
無
心
行　
レ

化
達　
レ

理
達　
レ

施
。
一
切
相
現
在
前
行
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
捨
心
は
一
切
の
物
を
手
放
す
こ
と
で
、
執
着
か
ら
解
放
さ

れ
た
境
地
を
目
指
す
修
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
施
心
は
一
切
の
教
え
や

物
を
施
す
こ
と
で
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
慈
善
事
業
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い

た
。
捨
心
と
施
心
と
は
目
的
は
異
な
る
が
、
菩
薩
戒
を
受
け
た
者
に
強
い
自
己

犠
牲
を
求
め
る
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
姿
勢
は
『
梵
網
経
』
に
貫
か
れ

て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。

鑑
真
は
来
日
後
多
く
の
人
々
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
が
、
唐
招
提
寺
の
造
営
に

際
し
て
彼
ら
は
檀
越
と
な
っ
て
寄
進
を
行
い
、
当
寺
を
支
え
た
と
推
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
寄
進
は
『
梵
網
経
』
に
説
か
れ
る
捨
心
と
施
心

を
実
践
す
る
行
い
で
あ
り
、
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
た
者
と
し
て
戒
律
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
し
た
姿
勢
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
唐
招
提
寺
は
十
方
衆
僧
を
供
養
す
る
道
場
と
し
て
鑑

真
が
発
願
し
、
当
寺
の
造
営
は
檀
越
の
寄
進
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な

特
殊
性
は
『
梵
網
経
』
に
説
か
れ
る
菩
薩
戒
を
守
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
と
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鑑
真
及
び
唐
僧
た
ち
、
そ
し
て
鑑
真
よ
り
教
え
を
受
け

た
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の
菩
薩
戒
を
清
浄
に
保
つ
た
め
に
唐
招
提
寺
の

造
営
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

三
、
鑑
真
渡
日
の
決
意
に
つ
い
て

最
後
に
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
前
章
で
見
た

仏
が
菩
薩
で
あ
っ
た
時
代
に
修
行
し
た
十
発
趣
心
、
十
長
養
心
、
十
金
剛
心
、

十
地
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
十
発
趣
心
の
第
一
心
は
「
捨
心
」
で
あ
り
、
十
長

養
心
の
第
四
心
は
「
捨
心
」、
第
五
心
は
「
施
心
」
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
十

発
趣
心
の
「
捨
心
」
に
は
、

若
仏
子
。
捨
心
者
。
一
切
捨
。
国
土
・
城
邑
・
田
宅
・
金
銀
・
明
珠
・

男
女
・
己
身
・
有
為
諸
物
一
切
捨
無
為
無
相
。（
後
略
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
長
養
心
の
「
施
心
」
に
は
、

【図 3 】国宝　唐招提寺講堂
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よ
う
に
、
鑑
真
は
常
に
戒
律
に
則
し
て
行
動
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
十
方
衆
僧

の
供
養
に
関
す
る
戒
律
を
大
切
に
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
鑑
真
が

渡
日
を
決
意
し
た
理
由
も
戒
律
と
関
連
付
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

の
際
注
目
さ
れ
る
の
が
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
『
梵
網
経
』
第
六
軽
戒
で
あ
る
。

第
六
軽
戒
に
は
、
大
乗
の
法
師
、
同
学
、
同
見
、
同
行
が
訪
ね
て
来
た
り
、

ま
た
遠
方
よ
り
到
来
す
る
の
に
会
っ
た
時
は
、
礼
拝
供
養
し
、
日
に
三
回
の
食
事

や
床
座
、
湯
薬
な
ど
必
要
な
物
を
全
て
用
意
し
、
毎
日
三
度
法
師
に
請
じ
て
説

法
を
行
い
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
身
を
亡
ぼ
す
覚
悟
で
法
を
請
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
鑑
真
が
日
本
僧
の
普
照
と
栄
叡
の
来
訪

を
受
け
た
場
面
に
当
て
は
め
る
と
、
伝
戒
の
師
を
求
め
て
鑑
真
の
も
と
を
訪
ね

て
来
た
普
照
と
栄
叡
は
遠
来
の
大
乗
の
法
師
た
ち
に
該
当
し
、
鑑
真
は
彼
ら
を

迎
え
る
仏
子
（
菩
薩
戒
を
保
つ
者
）
で
あ
り
、
二
人
に
最
高
の
供
養
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
。
こ
の
場
合
の
供
養
は
、
日
本
僧
が
求
め
る
渡
日

し
て
の
伝
戒
で
あ
る
。
渡
日
に
対
し
て
黙
し
た
ま
ま
の
弟
子
た
ち
に
対
し
、
鑑
真

が
発
し
た
「
為　
二

是
法
事　
一

也
。
何
惜　
二

身
命　
一

。」（
こ
れ
法
事
の
為
な
り
。
な
ん

ぞ
身
命
を
惜
し
ま
ん
。）
は
、
第
六
軽
戒
の
「
為　
レ

法
滅　
レ

身
請　
レ

法
不　
レ

懈
。」（
法

の
為
に
身
を
滅
ぼ
し
法
を
請
い
懈
ら
ず
）
と
同
じ
内
容
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

『
梵
網
経
』
に
お
い
て
、
僧
侶
に
対
す
る
供
養
は
第
一
軽
戒
な
ど
に
も
説
か

れ
て
い
る
が）

（1
（

、
第
六
軽
戒
は
鑑
真
が
日
本
僧
を
迎
え
た
場
面
を
連
想
さ
せ
る
設

定
で
あ
り
、
特
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
も
、
渡
日
を
決
意

し
た
折
に
発
し
た
鑑
真
の
言
葉
が
第
六
軽
戒
の
一
文
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
鑑
真
は
第
六
軽
戒
を
念
頭
に
渡
日
を
決
意
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
鑑
真
が
日
本
僧
の
願
い
に
応
え
ず
に
彼
ら
を
帰
国
さ
せ

て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
軽
垢
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
た
。
鑑
真
は
戒
師
と
し
て
、

そ
れ
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
鑑
真
が
渡
日
を
決
意
し
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
稿
は

鑑
真
の
行
動
が
戒
律
に
則
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
日
本
僧
か
ら
の
渡
日
の

懇
請
に
対
し
て
も
戒
律
に
基
づ
い
て
判
断
し
た
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
渡
日
の

決
意
に
影
響
を
与
え
た
戒
律
と
し
て
、
第
六
軽
戒
な
ど
『
梵
網
経
』
の
教
え
を

指
摘
し
た
。
渡
日
を
決
意
し
た
理
由
を
戒
律
面
か
ら
考
察
し
た
本
稿
は
、
渡
航

の
目
的
を
聖
徳
太
子
信
仰
や
慧
思
信
仰
、
天
台
仏
教
布
教
説
な
ど
伝
戒
以
外
に

求
め
た
従
来
の
説
に
比
べ
、
極
め
て
素
直
な
解
釈
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
鑑
真
は
伝
戒
の
た
め
に
渡
日
し
た
と
い
う
古
く
か

ら
の
通
念
を
、
本
稿
は
再
確
認
し
た
と
言
っ
て
良
い
。

ま
た
、
従
来
の
研
究
は
鑑
真
が
日
本
に
対
し
て
共
感
を
有
し
て
お
り
、
日
本

だ
か
ら
渡
航
を
決
意
し
た
と
考
え
る
ふ
し
が
あ
る
。
聖
徳
太
子
信
仰
説
な
ど
は

そ
の
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
結
論
に
立
て
ば
、
鑑
真
は
自
身
を
訪
ね

て
来
た
十
方
衆
僧
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
仏
教
徒
に
対
し
て
等
し
く
供
養
す
る

戒
律
を
保
っ
て
お
り
、
国
や
地
域
は
供
養
を
す
る
際
の
判
断
基
準
に
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
今
日
、
鑑
真
は
し
ば
し
ば
日
中
友
好
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る

が
、
本
来
鑑
真
は
国
や
民
族
の
違
い
に
と
ら
わ
れ
ず
、
全
て
の
仏
教
者
に
分
け

隔
て
な
く
接
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註1	
林
南
壽
「
鑑
真
の
渡
日
」（『
唐
招
提
寺
―
美
術
史
研
究
の
あ
ゆ
み
―
』、
大
橋
一
章
・

片
岡
直
樹
編
著
、
里
文
出
版
、
平
成
二
十
八
年
〔
二
〇
一
六
〕
十
二
月
）

（	

鑑
真
の
弟
子
に
天
台
僧
の
思
託
や
天
台
経
典
を
日
本
に
広
め
た
法
進
が
含
ま
れ
て
お

り
、
鑑
真
一
行
が
天
台
宗
の
流
伝
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
東
野
治
之
「
唐
僧
法
進
撰
『
梵
網
経
註
』
の
史
料
的
意
義
」、『
大
和
古
寺
の
研
究
』、
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塙
書
房
、
平
成
二
十
三
年
〔
二
〇
一
一
〕
十
一
月
）。

3	

『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
七
月
十
七
日
条

	

（
前
略
）
三
船
性
識
聦
敏
。
渉
＿二

覧
群
書　
一

。
尤
好　
二

筆
礼　
一

。（
中
略
）
出
為　
二

大
宰
少

貳　
一

。
遷　
二

刑
部
大
輔　
一

。
歴　
二

大
判
事
大
学
頭
兼
文
章
博
士　
一

。
宝
亀
末
。
授　
二

従
四

位
下　
一

。
拝　
二

刑
部
卿
兼
因
幡
守　
一

。
卒
時
年
六
十
四
。

	

『
延
暦
僧
録
』
淡
海
居
士
伝
（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
第
三
所
収
）

	

（
前
略
）
於　
二

天
平
年　
一

。
伏
＿二

膺
唐
道
璿
大
徳　
一

。
為　
二

息
□
（
慈
カ
）　一

。
探
＿二

閲
三
蔵　
一

。
披
＿二

撿
九
経　
一

。
真
俗
兼
該
。
名
言
両
泯
。
勝
宝
年
有　
レ

勅
。
令　
二

還
俗　
一

賜　
二

姓
真
人　
一

。

（
後
略
）

4	

『
延
暦
僧
録
』
思
託
伝
（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
巻
第
三
所
収
）

	

（
前
略
）
思
託
述　
二

和
上
行
記　
一

。
兼
請　
二

淡
海
真
人
元
開　
一

述　
二

和
上
東
行
伝
荃　
一

。
則

揚　
二

先
徳　
一

流
＿二

芳
後
昆　
一

。（
後
略
）

5	

筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
備
前
国
水
田
一
百
町
の
施
入
先
が
唐
禅
院
で
あ
る
こ
と
、

創
建
後
の
唐
招
提
寺
の
寺
田
関
連
史
料
に
備
前
国
水
田
一
百
町
が
確
認
で
き
な
い
こ

と
を
理
由
に
、
こ
の
水
田
は
唐
招
提
寺
の
創
建
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。

	

内
藤
栄
「
創
建
期
唐
招
提
寺
の
造
営
経
過
」（『
藝
叢
』
第
三
号
、
筑
波
大
学
芸
術
学

系
芸
術
学
研
究
室
、
昭
和
六
十
一
年
〔
一
九
八
六
〕
一
月
）

6	

筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
聖
武
天
皇
の
追
善
供
養
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
中
で
、
聖

武
天
皇
の
追
善
供
養
は
『
梵
網
経
』
を
根
本
経
典
に
位
置
付
け
、
天
皇
の
持
戒
を
保

つ
こ
と
で
菩
薩
と
し
て
の
修
行
を
完
成
さ
せ
、
蓮
華
台
蔵
世
界
海
に
到
達
す
る
こ
と

を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
備
前
国
水
田
一
百
町
の
施
入
も
聖
武
天

皇
の
追
善
供
養
の
一
つ
で
あ
り
、
天
皇
の
持
戒
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
水
田
の
施
入
が
十
方
衆
僧
の
供
養
を
目
的
と
し
て
鑑
真
の
い
る
唐
禅
院

に
施
入
さ
れ
た
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

	

内
藤
栄
「
聖
武
天
皇
の
持
戒
と
正
倉
院
宝
物
の
献
納
」（『
南
都
佛
教
』
第
一
〇
〇
号
、

東
大
寺
図
書
館
、
平
成
三
十
年
〔
二
〇
一
八
〕
十
二
月
）

7	

中
西
俊
英
氏
に
よ
れ
ば
、『
奈
良
朝
現
在
一
切
経
目
録
』
に
記
さ
れ
る
、
天
平
勝
宝
六

年
（
七
五
四
）
に
書
写
さ
れ
た
梵
網
経
疏
は
霊
渓
釈
子
が
序
文
を
書
い
た
と
い
う
。

	

中
西
俊
英
「
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
の
法
詵
『
梵
網
経
疏
』
―
書
誌
情
報
と
基
礎
的
考

察
」（K
orea	Journal	of	Buddhist	Studies

、
仏
教
學
研
究
會
、
二
〇
一
八
年
十

二
月
）。

8	

東
野
治
之
「
唐
僧
法
進
撰
『
梵
網
経
註
』
の
史
料
的
意
義
」（
註
（
）

（	

堀
池
春
峰
「
正
倉
院
御
物
・
梵
網
経
と
十
八
種
物
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
四
七
号
、

昭
和
十
三
年
〔
一
九
三
八
〕
十
二
月
、『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
上
〈
東
大
寺
編
〉
所

収
、
法
藏
館
、
昭
和
五
十
五
年
〔
一
九
八
〇
〕
九
月
）

10	

『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
二
十
三
日
条

	

（
前
略
）
凡
僧
尼
。
寂
＿二

居
寺
家　
一

。
受　
レ

教
伝　
レ

道
。
准　
レ

令
云
。
其
有　
二

乞
食　
一

者
。

三
綱
連
署
。
午
前
捧　
レ

鉢
告
乞
。
不　
レ

得　
三

因　
レ

此
更
乞　
二

余
物　
一

。（
中
略
）
如
有　
二

重

病　
一

応　
レ

救
。
請　
二

浄
行
者　
一

。
経
＿二

告
僧
綱　
一

。
三
綱
連
署
。
期
日
令　
レ

赴
。
不　
レ

得　
二

因　
レ

玆
逗
留
延　
　｜レ

日
。
実
由　
二

主
司
不　
　｜レ

加　
二

厳
断　
一

。
致　
レ

有　
二

此
弊　
一

。
自　
レ

今
以
後
。

不　
レ

得　
二

更
然　
一

。
布
＿二

告
村
里
。
勤
加　
二

禁
止　
一

。

11	

『
延
暦
僧
録
』
沙
門
釈
浄
三
菩
薩
伝
（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
巻
第
三
所
収
）

	

（
前
略
）
大
内
施　
二

先
上　
一

。
解
＿二

歇
九
間
屋　
一

。
入　
二

唐
寺　
一

為　
二

講
堂　
一

。
口
勅
合　
二

別

当　
一

。
因　
レ

玆
□
伏
＿二

膺
大
和
上
鑑
真　
一

。
為　
二

菩
薩
戒
弟
子　
一

。（
後
略
）

1（	

太
田
博
太
郎
「
唐
招
提
寺
の
歴
史
」（『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
十
二
巻
、
唐
招
提
寺

一
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
年
〔
一
九
七
五
〕）

13	

『
延
暦
僧
録
』
真
木
尾
居
士
伝
（『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
巻
第
三
所
収
）

	

（
前
略
）
菩
薩
摩
訶
薩
供
＿二

養
諸
仏　
一

。
行　
二

檀
波
羅
密　
一

。
内
財
外
財
。
二
俱
捨
施
。

構
＿二

取
菩
薩
広
大
資
粮　
一

。（
後
略
）

14	

『
梵
網
経
』
第
一
軽
戒

	

仏
言
。
若
仏
子
。
欲　
レ

受　
二

国
王
位　
一

時
。
受　
二

転
輪
王
位　
一

時
。
百
官
受　
レ

位
時
。
応　
レ

先
受　
二

菩
薩
戒　
一

。
一
切
鬼
神
救
＿二

護
王
身
百
官
之
身　
一

。
諸
仏
歓
喜
。
既
得　
レ

戒
已
。

生　
二

孝
順
心
恭
敬
心　
一

。
見　
二

上
坐
・
和
上
・
阿
闍
梨
・
大
徳
・
同
学
・
同
見
・
同

行　
一

者
。
応　
二

起
承
迎
礼
拝
問
訊　
一

。
而
菩
薩
反
生　
二

憍
心
慢
心
癡
心　
一

。
不　
二

起
承
迎

礼
拝　
一

。
一
一
不　
二

如　
レ

法
供
養　
一

。
以　
二

自
売　
レ

身
国
城
男
女
七
宝
百
物　
一

而
供
＿二

給
之　
一

。

若
不　
レ

爾
者
。
犯　
二

軽
垢
罪　
一

。

	

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
王
や
転
輪
王
あ
る
い
は
百
官
が
位
を
受
け
る
時
は
先
に
菩
薩
戒

を
受
け
、
戒
を
受
け
た
者
は
孝
順
の
心
と
恭
敬
の
心
を
抱
き
、
上
座
か
ら
和
上
、
阿

闍
梨
、
大
徳
、
同
学
、
同
見
、
同
行
に
至
る
全
て
の
僧
侶
に
会
っ
た
時
は
、
出
迎
え

て
安
否
を
訊
ね
な
い
と
い
け
な
い
。
も
し
、
驕
り
や
怠
け
心
、
愚
か
な
心
を
生
じ
て

出
迎
え
ず
、
決
め
ら
れ
た
よ
う
に
供
養
し
な
い
場
合
は
、
自
ら
身
を
売
り
、
国
、
城
、

人
々
、
宝
物
、
あ
ら
ゆ
る
物
を
売
っ
て
で
も
実
行
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
も
し
、

で
き
な
け
れ
ば
軽
垢
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

（
付
記
）	
本
稿
は
令
和
四
年
六
月
二
十
五
日
に
大
阪
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
新
館
長

就
任
記
念
講
演
会
の
講
演
内
容
を
、
一
部
修
正
し
論
考
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
図
1
は
奈
良
国
立
博
物
館
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
き
、
図
（
は
同
館
発
行

の
第
六
六
回
正
倉
院
展
目
録
よ
り
転
載
し
た
。
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